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ゲンキー株式会社から申請があった確約計画の認定について 

 

令和２年８月５日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

公正取引委員会は，ゲンキー株式会社（以下「ゲンキー」という。）に対し，ゲン

キーの後記２の行為が独占禁止法第１９条（同法第２条第９項第５号〔優越的地位の

濫用〕）の規定に違反する疑いがあるものとして，令和２年５月２９日，確約手続通

知を行ったところ，ゲンキーから確約計画の認定申請があった。公正取引委員会は，

当該計画が独占禁止法に規定する認定要件のいずれにも適合すると認め，本日，当該

計画を認定した。 

なお，本認定は，ゲンキーの当該行為が独占禁止法の規定に違反することを認定し

たものではない。 
 

１ 申請者の概要 

法 人 番 号 9210001007535 

名 称 ゲンキー株式会社 

所 在 地 福井県坂井市丸岡町下久米田３８字３３番 

代 表 者 代表取締役 藤永 賢一 

事業の概要 食品，雑貨，化粧品，医薬品等の小売 

 

２ 違反被疑行為の概要 

ゲンキーは，遅くとも平成２８年１月頃以降，平成３０年１２月頃までの間，ゲ

ンキーが自ら販売する商品をゲンキーに直接販売して納入する事業者のうち，ゲン

キーと継続的な取引関係にあるもの（以下「納入業者」という。）に対し，次の行

為を行っていた。 

⑴ 新規開店，改装又は閉店（注１）に際し，納入業者に対し，これらを実施する店舗

において，当該納入業者が納入する商品以外の商品を含む当該店舗の商品の移動，

自社の従業員が定めた棚割りに基づく商品の陳列等の作業を行わせるため，あら

かじめ当該納入業者との間でその従業員等の派遣の条件について合意すること

なく，かつ，派遣のために通常必要な費用を自社が負担することなく，当該納入

業者の従業員等を派遣させていた。 

⑵ ゲンキーが一般消費者向けに販売するクリスマスケーキ又はお節料理につい

て，納入業者に対し，ゲンキーと当該納入業者との取引に関係がないにもかかわ

らず，購入を要請していた。 

  



 

⑶ア 自社が主催した「わくわくキャンペーン」と称する催事について，その実施

に要する費用を確保するため，納入業者に対し，「わくわくキャンペーン協賛」

等の名目で，あらかじめ算出根拠について明確に説明することなく，金銭の提

供を要請していた。 

イ 自社の物流センターについて，その運営に要する費用を確保するため，当該

物流センターを通じて納品する納入業者に「センターフィー」等の名目で提供

させている料金の料率の引上げの実施に際し，納入業者に対し，あらかじめ算

出根拠について明確に説明することなく，引上げ後の料率を適用して算出した

額の金銭の提供を要請していた。 

ウ ゲンキーの物流センターへの商品の搬入を行う際にゲンキーが納入業者に

使用させている「クレート」と称するケースについて，その購入に要する費用

を確保するため，納入業者に対し，「クレート貸出し」等の名目で，あらかじ

め算出根拠について明確に説明することなく，金銭の提供を要請していた。 

エ バーコードラベル（注２）について，その発行等に要する費用を確保するため，

納入業者に対し，「ラベル印刷代」等の名目で，あらかじめ算出根拠について

明確に説明することなく，金銭の提供を要請していた。 

⑷ 売行きが悪く在庫となった商品及び販売期間中に売れ残ったことにより在庫

となった季節品（以下「売上不振商品」という。）について，納入業者に対し，

売上不振商品を納入した当該納入業者の責めに帰すべき事由がなく，売上不振商

品の購入に当たって当該納入業者との合意により返品の条件を定めておらず，か

つ，当該納入業者から売上不振商品の返品を受けたい旨の申出がないにもかかわ

らず，その返品に応じるよう要請していた。 
（注１）「新規開店」とは，ゲンキーが，新たに店舗を設置（自社の既存の店舗を閉めて同所で建て替えるこ

と及び同所以外の場所に店舗を移転することを含む。）して，当該店舗の営業を開始することをいい，

「改装」とは，ゲンキーが，自社の既存の店舗について，売場の移動，売場面積の拡縮，設備の改修等

を行うことをいい，「閉店」とは，ゲンキーが，自社の既存の店舗について，営業を終了して，当該店

舗を閉めることをいう。 

（注２）「バーコードラベル」とは，ゲンキーの物流センターへの商品の搬入を行う際に，ゲンキーが当該商

品の配送先の店舗名，納入数量等を確認するため，ゲンキー又は納入業者が当該商品を入れた器物に貼

付する，当該商品の配送先の店舗名等の情報を示すバーコードを記載したラベルをいう。 

 

３ 確約計画の概要 

⑴ 次の事項を取締役会で決議すること。 

ア 前記２⑴から⑷までの行為を取りやめていることを確認すること。 

イ 前記２⑴から⑷までの行為と同様の行為を行わないこと。 

⑵ 前記⑴に基づいて採った措置を，納入業者に通知し，かつ，自社の従業員に周

知徹底すること。 

⑶ 前記２⑴の行為に関する納入業者における金銭的価値を回復すること。 

⑷ 前記２⑴から⑷までの行為と同様の行為を行わないこととし，この措置を今後

３年間実施すること。 

⑸ 次の事項を行うために必要な措置を講じること。 

ア 納入業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の自社の

従業員に対する周知徹底 

イ 納入業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての，役員及び従業員に



対する定期的な研修並びに法務担当者による定期的な監査 

ウ 独占禁止法違反行為に関与した役員及び従業員に対する処分に関する規程

の改定 

エ 独占禁止法違反行為に係る通報を行った者に対する適切な取扱いを定める

規程の作成 

オ 独占禁止法違反行為に係る通報制度の納入業者及び自社の従業員に対する

周知 

カ 法務・コンプライアンスに係る担当の取締役の新設 

⑹ 前記⑴，⑵，⑶及び⑸の措置の履行状況を公正取引委員会に報告すること。 

⑺ 前記⑷の措置及び⑸イに基づいて講じた措置の履行状況を，今後３年間，毎年，

公正取引委員会に報告すること。 

 

４ 確約計画の認定 

  公正取引委員会は，前記３の計画が独占禁止法に規定する認定要件のいずれにも

適合すると認め，当該計画を認定した。 

 


